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「要介護認定における「認定調査票記入の手引き」、「主治医意見書記入の 

手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」の一部改正について 

 

 

要介護認定に係る認定調査等の実施については「要介護認定における「認定調査票記入

の手引き」、「主治医意見書記入の手引き」及び「特定疾病にかかる診断基準」について」（平

成 21年９月 30日老老発第 093002号厚生労働省老健局老人保健課長通知。以下「課長通知」

という。）に基づき実施しているところであるが、地域における医療及び介護の総合的な確

保を推進するための関係法律の整備等に関する法律（平成 26 年法律第 83 条）による介護

保険法改正に伴い、別添の通り見直しを行い、平成 27年４月１日より適用することとした

ので通知する。 

当該内容について御了知の上、貴管内市区町村にその周知徹底を図るとともに、介護認

定審査会の運用について遺漏のなきように期せられたい。 

なお、当該見直しによって、状態の維持・改善の可能性にかかる審査判定の取扱いに変

更は無いことを申し添える。 
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